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マスク着用の考え方の見直し等について 

（令和５年３月１３日以降の取扱い）（通知） 

 このことについて、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、県新型コロナウイ

ルス感染症対策本部から別紙写しのとおり通知がありましたので、お知らせします。 

 マスク着用の考え方については、これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていま

したが、令和５年３月１３日から個人の判断が基本となります。 

 つきましては、職員及び来客者等に対して周知を図るとともに、各団体関係者等へ周知いた

だきますよう併せてお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当 競技スポーツ係 電話０２４―５２１－７８９６） 


